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８月６日，本市が，広島県の「新型コロナ感染拡大防止のための

集中対策重点区域」として定められました。 

学校施設での接触機会の低減を図るため，学校施設の使用につい

ては，次のとおりとします。 

 

〇使用制限期間 

2021年(令和 3年)８月７日（土）～９月１２日（日） 

〇期間中の使用制限 

 新規予約は中止とします。 

なお，使用許可済の申請者におかれましては，こうした状況 

を踏まえ，使用の中止又は延期をお願いします。 

 

 

 

予 告 

使用許可済の申請者の方へ 

今後，市内の感染状況が最も深刻なステージⅣ（爆発的感染拡大）

の基準を超えた場合には，該当期間中の使用許可を取り消すことに

なります 

 

２０２１年（令和３年）８月６日改正 

 


